
平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ 日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事

故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

ガストーチに関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照）

１．ガス機器・石油機器に関する事故 １件

（うちガストーチ１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因が疑われる事故 ３件

（うち椅子（ソファー、ベッド兼用）１件、折りたたみ自転車１件、

電動アシスト自転車１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因か否かが特定できていない事故 ２件

（うち食器洗い乾燥機（ビルトイン式）１件、電気洗濯乾燥機１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）

において、審議を予定している案件

該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会

製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

５．留意事項

これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原

因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

（管理番号A201400479を除く。）
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進

展等により、変更又は削除される可能性があります。



６．特記事項

株式会社旭製作所が輸入し、岩谷産業株式会社が販売したガストーチについて

（管理番号A201500141）

①事故事象について

飲食店で、株式会社旭製作所が輸入し、岩谷産業株式会社が販売したガストーチに

ガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、１名が火傷を負い

ました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②再発防止策について

販売事業者である岩谷産業株式会社は、当該製品を含む対象製品（下記③）につい

て、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが

発生し、火災に至った可能性があることから、事故の再発防止を図るため、２０１４

年（平成２６年）１２月１１日からウェブサイトへ情報掲載し、同日に新聞社告を掲

載するとともに、対象製品について無償製品交換を実施しています。

③対象製品：商品名、品番、製造ロットNo、対象販売期間、対象台数

商品名 品番 製造ロットNo 対象販売期間 対象台数

トーチバーナー CB-TC-CPRO3 131111 2013年12月 35,368
（イワタニお料理 131211 ～
バーナープロⅢ） 140221 2014年12月

140702

２０１４年（平成２６年）１２月１１日からリコール（無償製品交換）を実施

回収率：４８．５％（２０１５年５月１５日時点）

＜リコール対象製品での事故件数＞

当該事故（管理番号A201500141）発生以前の、両社が輸入・販売した当該製品に

おけるリコール対象の内容による２０１０年度以降の事故（リコール開始の契機と

なった事故を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全

法第３５条第１項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度 事故件数 被害状況 年度 事故件数 被害状況

2015年度 1 火災 2012年度 0 －

2014年度 3 火災 2011年度 0 －

2013年度 0 － 2010年度 0 －



＜対象製品の外観及び確認方法＞

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う製品交換を受けていない方は、直ちに使用

を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

岩谷産業株式会社

イワタニお料理バーナー相談室

電 話 番 号：０１２０－６０－１５９８ フリーダイヤル

受 付 時 間：９時～１８時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=28

（本発表資料の問合せ先） 消費者庁消費者安全課

（製品事故情報担当） 担 当：木原、清重

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290

（株式会社旭製作所が輸入し、岩谷産業株式会社が販売したガスト

ーチについての発表資料に関する問合せ先）

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：水野、鈴木、植杉 電 話：03-3501-1707（直通）

ＦＡＸ：03-3501-2805



■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む。）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201500141 平成27年5月19日 平成27年5月28日 ガストーチ
CB-TC-CPRO3
（岩谷産業株式
会社ブランド）

株式会社旭製作所
（岩谷産業株式会社
ブランド）
（輸入事業者）

火災
軽傷1名

飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使
用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1
名が火傷を負った。現在、原因を調査中。

東京都

平成26年12月
11日からリコー
ルを実施（特記
事項を参照）
回収率：48.5％

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201400479 平成26年10月18日 平成26年11月6日
椅子（ソファー、
ベッ ド兼用）

クヒオ BK
株式会社アーバン通
商

重傷1名

当該製品を前方へ移動した際、背もたれが倒
れ、当該製品の折り畳み部に指を挟み、負傷
した。
調査の結果、当該製品の本体部にリクライニ
ング機構部への指挟みの警告表示がなかっ
たために、使用者が当該製品のリクライニン
グ機構部に指を入れたまま製品を動かした
際、ロックが掛かっていなかった背もたれが倒
れ、使用者の指がギアに挟まって事故に至っ
たものと考えられるが、取扱説明書に当該箇
所への接触を禁止する旨が記載されていたこ
とと、当該箇所のカバーが破れて機構部が露
出した状態で使用を継続していたことなどか
ら、使用者の使い方も事故発生に影響したも
のと推定される。

茨城県

平成26年11月
11日にガス機
器・石油機器
以外の製品に
関する事故で
あって、製品起
因か否かが特
定できていな
い事故として公
表していたもの

A201500138 平成27年4月17日 平成27年5月28日 折りたたみ自転車 LINK C7
株式会社アキボウ
（輸入事業者）

重傷1名
当該製品で走行中、当該製品の折り畳み部
のボルトが破断し、転倒、両手を負傷した。現
在、原因を調査中。

東京都

事業者が重大
製品事故とし
て認識したの
は平成27年5
月12日
報告書の提出
期限を超過し
ていることか
ら、事業者に厳
重注意

A201500142 平成27年5月19日 平成27年5月29日
電動アシスト自転
車

BE-EPD633
パナソニック サイクル
テック株式会社

火災
当該製品のバッテリーを充電中、当該製品の
バッテリー及び周辺を焼損する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

神奈川県



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201500139 平成27年5月2日 平成27年5月28日
食器洗い乾燥機（ビ
ルトイン式）

火災
当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含
め、現在、原因を調査中。

兵庫県

平成27年5月14日に
消費者安全法の重
大事故等として公表
済

A201500140 平成27年5月17日 平成27年5月28日 電気洗濯乾燥機 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出
火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

奈良県

平成27年5月28日に
消費者安全法の重
大事故等として公表
済

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し



椅子（ソファー、ベッド兼用）（管理番号：A201400479) 

 

 

 

 

 

 

 

 

折りたたみ自転車（管理番号：A201500138) 

 

 

 



電動アシスト自転車（管理番号：A201500142) 
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